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漁業法等の一部を改正する等の法律案の概要について

平成30年11月

農 林 水 産 省

趣旨

漁業は国民に対し水産物を供給する使命を有しているが、水産資源の減少等

により生産量や漁業者数は長期的に減少傾向。他方、我が国周辺には世界有数

の広大な漁場が広がっており、漁業の潜在力は大きい。

適切な資源管理と水産業の成長産業化を両立させるため、資源管理措置並び

に漁業許可及び免許制度等の漁業生産に関する基本的制度を一体的に見直す。

法案の内容

Ⅰ 漁業法の一部改正

第１ 総則

１ 目的

この法律は、漁業が国民に対して水産物を供給する使命を有し、かつ、

漁業者の秩序ある生産活動がその使命の実現に不可欠であることに鑑み、

水産資源の保存及び管理のための措置並びに漁業の許可及び免許に関する

制度その他の漁業生産に関する基本的制度を定めることにより、水産資源

の持続的な利用を確保するとともに、水面の総合的な利用を図り、もって

漁業生産力を発展させることを目的とする。 （第１条関係）

２ 国及び都道府県の責務

国及び都道府県は、漁業生産力を発展させるため、水産資源（一定の水

面に生息する水産動植物のうち有用なものをいう。）の保存及び管理を適

切に行うとともに、漁場の使用に関する紛争の防止及び解決を図るために

必要な措置を講ずる責務を有する。 （第６条関係）

第２ 水産資源の保存及び管理

１ 資源管理の基本原則

(1) 水産資源の保存及び管理は、漁獲可能量による管理を行うことを基

本としつつ、必要な場合には、漁獲可能量による管理以外の手法によ

る管理を合わせて行うものとする。 （第８条関係）

（注）「漁獲可能量」とは、最大持続生産量を実現することを目的として、

資源評価に基づき、管理年度において採捕することができる数量の最

高限度として水産資源ごとに農林水産大臣が定める数量をいう。

(2) 漁獲可能量による管理は、管理区分（特定の水域及び漁業の種類そ

の他の事項によって構成される区分）ごとに、漁獲可能量を配分し、

その漁獲可能量を超えないように漁獲量の管理を行うものとする。

資料５－１
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（第８条第２項関係）

(3) 漁獲量の管理は、それぞれの管理区分において、水産資源を採捕し

ようとする者に対し、船舶等（船舶その他の漁業の生産活動を行う基

本的な単位となる設備をいう。）ごとに当該管理区分に係る漁獲可能量

の範囲内で水産資源の採捕をすることができる数量を割り当てること

（以下「漁獲割当て」という。）により行うことを基本とする。

（第８条第３項関係）

(4) 漁獲割当てを行う準備の整っていない管理区分における漁獲量の管

理は、当該管理区分において水産資源を採捕する者による漁獲量の総

量を管理することにより行うものとする。 （第８条第４項関係）

(5) (4)の場合において、水産資源の特性等により漁獲量の総量の管理を

行うことが適当でないと認められるときは、当該管理に代えて漁獲努

力量（漁ろう作業量であって、操業日数その他の農林水産省令で定め

る指標によつて示されるもの）の総量の管理を行う。

（第８条第５項関係）

２ 水産資源の調査及び評価

(1) 農林水産大臣は、海洋環境に関する情報、水産資源の生息又は生育

の状況に関する情報、採捕及び漁ろうの実績に関する情報その他の資

源評価を行うために必要となる情報を収集するための調査（以下「資

源調査」という。）を行うものとする。資源調査を行うに当たっては、

人工衛星に搭載される観測用機器、船舶に搭載される魚群探知機その

他の機器を用いて、情報を効率的に収集するよう努めるものとする。

（第９条第１項・第２項関係）

(2) 農林水産大臣は、資源調査の結果に基づき、最新の科学的知見を踏

まえて資源評価を実施するものとする。 （第９条第３項関係）

３ 資源管理基本方針

(1) 農林水産大臣は、資源評価を踏まえて、資源管理に関する基本方針

（以下「資源管理基本方針」という。）を定めるものとする。資源管理

基本方針を定めようとするときは、水産政策審議会の意見を聴かなけ

ればならないものとする。 （第11条関係）

（資源管理基本方針に定める事項）
① 資源管理に関する基本的な事項
② 資源管理の目標（資源管理目標）

ア 最大持続生産量を実現するために維持し、又は回復させるべき目標となる値
（目標管理基準値）

イ 資源水準の低下によって最大持続生産量の実現が著しく困難になることを未
然に防止するため、その値を下回った場合には資源水準の値を目標管理基準
値にまで回復させるための計画を定めることとする値（限界管理基準値）

③ 特定水産資源（漁獲可能量による管理を行う水産資源）ごとの大臣管理区分、
国・都道府県への配分の基準

④ 漁獲量の管理の手法に関する事項 等

(2) 資源管理基本方針を定めるに当たっては、国際的な枠組みにおいて
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行われた資源評価、国際的な枠組みにおいて決定されている資源管理

に関する事項を考慮しなければならない。 （第13条関係）

(3) 都道府県知事は、資源管理基本方針に即して、当該都道府県におい

て資源管理を行うための方針を定めるものとする。当該方針を定めよ

うとするときは、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。

（第14条関係）

４ 漁獲可能量による管理

(1) 農林水産大臣は、資源管理基本方針に即して、特定水産資源ごと及

びその管理年度ごとに、漁獲可能量、その内訳として各都道府県及び

大臣管理区分に配分する数量を定める。 （第15条関係）

(2) 都道府県知事は、配分量について知事管理区分ごとに管理する漁獲

可能量等を定める。 （第16条関係）

(3) 特定水産資源を採捕した者は、農林水産省令又は規則で定めるとこ

ろにより、大臣管理区分にあっては農林水産大臣、知事管理区分にあ

っては都道府県知事に報告しなければならない。

（第26条・第30条関係）

５ 漁獲割当てによる漁獲量の管理

(1) 漁獲割当てによる漁獲量の管理を行う管理区分（漁獲割当管理区分）

において、漁獲割当ての対象たる特定水産資源を採捕しようとする者

は、船舶等ごとに漁獲割当ての割合（漁獲割当割合）の設定を求める

ことができる。 （第17条第１項関係）

(2) 農林水産大臣又は都道府県知事は、漁獲実績等を考慮してあらかじ

め基準を定め、これに従って漁獲割当割合の設定を行う。

（第17条第３項関係）

(3) 農林水産大臣又は都道府県知事は、管理年度ごとに、漁獲割当割合

の設定を受けた者（漁獲割当割合設定者）に対して、年次漁獲割当量

を設定する。 （第19条関係）

（※年次漁獲割当量＝当該管理年度において漁獲割当管理区分に配分された漁獲可能量

× 漁獲割当割合）

(4) 漁獲割当割合は、船舶等とともに譲り渡す場合等であって、農林水

産大臣又は都道府県知事の認可を受けたときに限り、移転をすること

ができる。 （第21条関係）

(5) 年次漁獲割当量は、他の漁獲割当割合設定者に譲り渡す場合等であ

って、農林水産大臣又は都道府県知事の認可を受けたときに限り、移

転することができる。 （第22条関係）

(6) 年次漁獲割当量設定者でなければ、漁獲割当ての対象となる特定水

産資源を目的として採捕してはならず、年次漁獲割当量設定者は、年

次漁獲割当量を超えて採捕してはならない。 （第25条関係）

(7) 農林水産大臣又は都道府県知事は、年次漁獲割当量設定者が年次漁

獲割当量を超過したときは停泊命令を発出するとともに、年次漁獲割

当量の控除又は漁獲割当割合の削減を行うことができる。
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（第27条・第28条・第29条関係）

第３ 許可漁業

１ 大臣許可漁業

(1) 船舶により行う漁業であって農林水産省令で定めるものを営もうと

する者は、船舶ごとに、農林水産大臣の許可を受けなければならない。

（第36条第１項関係）

(2) (1)の農林水産省令は、漁業調整（特定水産資源の再生産の阻害の防

止若しくは特定水産資源以外の水産資源の保存及び管理又は漁場の使

用に関する紛争の防止のために必要な調整）のため漁業者及びその使

用する船舶について制限措置を講ずる必要があり、かつ、政府間の取

決めが存在すること、漁場の区域が広域にわたること等の事由により

当該措置を統一して講ずることが適当であると認められる漁業につい

て定めるものとする。 （第36条第２項関係）

(3) 大臣許可漁業の許可を受けた者は、資源管理を適切にするために必

要な取組を自ら行うとともに、漁業の生産性の向上に努めるものとす

る。 （第37条関係）

(4) 農林水産大臣は、許可又は起業の認可をしようとするときは、当該

大臣許可漁業を営む者の数、船舶の数、操業の実態等を勘案して、許

可又は起業の認可をすべき船舶の数及び船舶の総トン数、操業区域、

漁業時期等の制限措置の内容及び申請期間を公示しなければならない。

（一斉更新制は廃止し、新規許可や更新許可は随時行う。）

（第42条関係）

(5) 農林水産大臣は、漁獲割当ての対象となる特定水産資源の採捕を通

常伴うと認められる大臣許可漁業について、(4) の公示をするに当た

っては、漁獲割当ての対象となる特定水産資源の数量の占める割合が

農林水産大臣が定める割合を下回ると認められる場合を除き、船舶の

数及び船舶の総トン数その他の船舶の規模に関する制限措置を定めな

いものとする。 （第43条関係）

(6) 許可を受けた者は、資源管理の状況、漁業生産の実績等を農林水産

大臣に報告しなければならないこととする。農林水産大臣は、許可を

受けた者に対し、衛星船位測定送信機の備付け等を命ずることができ

る。 （第52条関係）

(7) 農林水産大臣は、許可を受けた者が許可漁業を適確に営むに足りる

生産性を有さないこととなったときは、必要な措置を講ずべきことを

勧告するものとし、勧告に従わないときは、許可の取消し等を命ずる

ことができる。 （第53条・第54条関係）

２ 知事許可漁業

(1) 大臣許可漁業以外の漁業であって農林水産省令又は規則（都道府県

規則）で定める漁業を営もうとする者は、都道府県知事の許可を受け

なければならない。 （第57条第１項関係）

(2) (1)の農林水産省令は、都道府県の区域を越えた広域的な見地から、



- 5 -

農林水産大臣が漁業調整のため漁業者又はその使用する船舶について

制限措置を講ずる必要があると認める漁業について定めるものとする。

（第57条第２項関係）

(3) 農林水産大臣は、(1)の農林水産省令で定める漁業について、都道府

県の区域を越えた広域的な見地から、都道府県が許可することができ

る船舶等の数その他の事項を定めることができる。

（第57条第７項関係）

(4) 知事許可漁業については、大臣許可漁業に関する所要の規定を準用

する。 （第58条関係）

第４ 漁業権及び沿岸漁場管理

１ 海区漁場計画

(1) 都道府県知事は、その管轄に属する海面について、５年ごとに、海

区漁場計画を定め、当該海区に設定する漁業権及び保全沿岸漁場（水

産動植物の生育環境の保全・改善等の活動を計画的に実施する必要が

あるものとして知事が定めるもの）について、それぞれ必要な事項を

定めるものとする。 （第62条関係）

（海区漁場計画に定める事項）
① 漁業権に関する事項

イ 漁場の位置及び区域
ロ 漁業種類
ハ 漁業時期
ニ 区画漁業権については、個別漁業権又は団体漁業権の別 等

② 保全沿岸漁場に関する事項
イ 漁場の位置及び区域
ロ 保全活動の種類 等

(2) 海区漁場計画は次に掲げる要件に該当するものでなければならない。

① 海区に係る海面の総合的な利用を推進するとともに、漁業調整そ

の他公益に支障を及ぼさないように漁業権が設定されていること

② 海区漁場計画の作成の時において、適切かつ有効に活用されてい

る漁業権があるときは、漁場の位置等がおおむね等しいと認められ

る漁業権が設定されていること

③ 漁場の活用の現況及び漁場計画の案について出された意見の検討

結果に照らし、団体漁業権として区画漁業権を設定することが、当

該区画漁業権に係る漁場における漁業生産力の発展に最も資すると

認められる場合には、団体漁業権として区画漁業権が設定されてい

ること

④ 保全沿岸漁場が漁業権の内容たる漁業に係る漁場の使用と調和し

つつ、水産動植物の生産環境の保全及び改善が適切に実施されるよ

うに設定されていること （第63条関係）

２ 海区漁場計画の作成手続等

(1) 都道府県知事は、海区漁場計画の案を作成しようとするときは、当

該海区において漁業を営む者、営もうとする者等の意見を聴き、当該



- 6 -

意見の内容について検討を加え、その結果を公表するなどの手続を経

なければならない。 （第64条第１項・第２項関係）

(2) 都道府県知事は、海区漁場計画を作成したときは、海区漁業調整委

員会の意見を聴かなければならない。海区漁業調整委員会は、意見を

述べようとするときは、公聴会を開き、漁業者その他の利害関係人の

意見を聴かなければならない。 （第64条第４項・第５項関係）

３ 農林水産大臣の助言等

農林水産大臣は、都道府県の区域を超えた広域的な見地から、我が国の

漁業生産力の発展を図るため特に必要があると認めるときは、都道府県知

事に海区漁場計画の案を修正すべき旨の助言をすることができる。また、

助言した事項について特に必要があると認めるとき、及び都道府県の区域

を超えた広域的な見地から漁業調整のために特に必要があるときは、都道

府県知事に漁場計画の変更等を指示できる。 （第65条・第66条関係）

４ 漁業権の免許等

(1) 漁業権とは、定置漁業権、区画漁業権及び共同漁業権とする。

（第60条関係）

(2) 漁業権の内容たる漁業の免許を受けようとする者は、都道府県知事

に申請しなければならない。 （第69条関係）

(3) 団体漁業権の内容たる漁業の免許について適格性を有する者は、当

該団体漁業権の関係地区の全部又は一部をその地区内に含む漁業協同

組合又は漁業協同組合連合会であって、次に定めるものとする。

（第72条関係）

一 現に存する区画漁業権の存続期間の満了に際し、漁場の位置等が

おおむね等しいと認められるものとして設定される区画漁業権 組

合員のうち関係地区内に住所を有し当該漁業を営む者の属する世帯

の数が、関係地区内に住所を有し当該漁業を営む者の属する世帯の

数の３分の２以上であるもの

二 一以外の団体漁業権（共同漁業権を含む。） その組合員のうち関

係地区内に住所を有し１年に90日以上沿岸漁業を営む者の属する世

帯の数が、関係地区内に住所を有し１年に90日以上沿岸漁業を営む

者の属する世帯の数の３分の２以上であるもの

(4) 都道府県知事は、同一の漁業権についての免許の申請が複数あると

きは、次に定める者に対して免許をする。 （第73条関係）

① 漁業権の存続期間の満了に際し、漁場の位置及び区域並びに漁業

の種類が当該満了する漁業権（満了漁業権）とおおむね等しいと認

められる漁業権について満了漁業権を有する者による申請がある場

合であって、その者がその漁場を適切かつ有効に活用していると認

められる場合 当該者

② ①に掲げる場合以外の場合 免許の内容たる漁業による漁業生産

の増大並びにこれを通じた漁業所得の向上及び就業機会の確保その

他の地域の水産業の発展に最も寄与すると認められる者
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（注）「適切かつ有効」とは「漁場の資源状況等に適合するように、過剰

な漁獲を避けて漁業を行いつつ、将来にわたり持続的に漁業生産力

を高めるように活用すること」（国の技術的助言を想定）

(5) 免許の申請があったときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会

の意見を聴かなければならない。 （第70条関係）

５ 漁業権者の責務等

(1) 漁業権者は、当該漁業権漁場を適切かつ有効に活用するよう努める

責務を有するとともに、当該漁場の活用状況等を都道府県知事に報告

しなければならない。知事は漁業権者から報告を受けた事項につき、

海区漁業調整委員会に対し必要な報告をするものとする。

（第74条・第90条関係）

(2) 都道府県知事は、漁業権者が漁場を適切に利用しないことにより他

の漁業者の生産活動に支障を及ぼしているとき、合理的な理由なく漁

場の一部を使用しないと認めるときは、必要な指導、勧告を行うもの

とする。当該勧告に従わない場合には、漁業権を取り消すことができ

るものとする。 （第91条・第92条関係）

(3) 漁業権の存続期間は従前どおりとする。（定置漁業権・区画漁業権（真

珠養殖業等を除く）は５年、共同漁業権・真珠養殖業等の区画漁業権

は10年） （第75条関係）

(4) 個別漁業権についての抵当権の設定は、都道府県知事の認可を受け

なければ効力を生じない。都道府県知事が認可をしようとするときは、

海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。抵当権者が権利

を実行する場合は都道府県知事の認可を受けることとし、知事は適格

性のある者への移転でなければ認可をしてはならない。

（第78条・第79条関係）

(5) 漁業権行使規則は、団体漁業権を有する漁業協同組合又は漁業協同

組合連合会において、団体漁業権ごとに制定するものとする。漁業権

行使規則は、当該漁業権行使規則を制定した漁業協同組合又は漁業協

同組合連合会の組合員以外の者に対しては、効力を有しない。

（第106条関係）

（漁業権行使規則の規定事項）

① 組合員行使権を有する者（組合員行使権者という。）の資格

② 団体漁業権の内容たる漁業を営むべき区域・期間・漁業の方法など遵守すべ

き事項

③ 漁協又は漁協連合会が組合員行使権者に金銭を賦課するときはその額

(6) 団体漁業権を有する漁業協同組合がその漁業権に係る総会の部会を

設けているときは、漁業権の取得について総会の権限を行うことがで

きる。 （第107条関係）

６ 沿岸漁場管理

(1) 都道府県知事は、海区漁場計画に基づき、保全沿岸漁場ごとに、漁
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業協同組合等であって一定の基準に適合するものをその申請により沿

岸漁場管理団体として指定することができる。 （第109条関係）

(2) 沿岸漁場管理団体は、沿岸漁場管理規程を定め、都道府県知事の認

可を受けなければならない。 （第111条関係）

（沿岸漁場管理規程の規定事項）

① 生育環境の保全又は改善の目標

② 保全活動の内容、実施する区域及び期間

③ 保全活動の円滑な実施の確保に関する事項

④ 保全活動に要する費用の見込み（当該費用の一部の負担について、保全活動

に従事する者以外の者に協力を求めようとする場合には、その額及び算定根

拠並びに使途を含む。） 等

(3) 沿岸漁場管理団体は、都道府県知事の認可を受けた沿岸漁場管理規

程に基づいて保全活動を行うものとし、その活動内容を都道府県知事

に報告しなければならない。 （第112条関係）

(4) 沿岸漁場管理団体は、保全活動の実施に当たり、受益者の協力が得

られないときは、都道府県知事に対し、当該受益者の協力を得るため

に必要なあっせんを求めることができる。 （第113条関係）

第５ 漁業調整に関するその他の措置

(1) 農林水産大臣又は都道府県知事は、漁業調整のため、特定の漁業を禁

止し、又はこれらの漁業について農林水産大臣又は都道府県知事の許可

を受けなければならないこととすることができる。 （第119条関係）

(2) 海区漁業調整委員会、連合海区漁業調整委員会又は広域漁業調整委員

会は、漁業調整のため、水産動植物の採捕に関する制限又は禁止等に関

して必要な指示をすることができる。 （第120条・第121条関係）

(3) 漁業者は、漁獲割当管理区分に係る特定水産資源以外の資源管理に関

し、協定を締結し、農林水産大臣又は都道府県知事の認定を受けること

ができる。 （第124条関係）

第６ 海区漁業調整委員会の選出方法の変更

(1) 海区漁業調整委員会の委員は、漁業に関する識見を有し、その職務を

適切に行うことができる者のうちから、都道府県知事が議会の同意を得

て任命する。（漁民委員の公選制は廃止。） （第138条第１項関係）

(2) 委員の定数は、原則15人とし、10人から20人までの範囲内において、

条例でその定数を増減できる。 （第138条第２項関係）

(3) 委員の任命に当たっては、漁業者又は漁業従事者（１年に90日以上漁

船漁業を営む者等に限る。）が委員の過半数を占めなければならない。こ

の場合において、漁業者・漁業従事者の漁業種類、操業区域等に著しい

偏りが生じないよう配慮しなければならない。 （第138条第５項関係）

(4) 委員には、資源管理及び漁業経営に関する学識経験を有する者や、利

害関係を有しない者が含まれるようにしなければならない。また、すべ

ての委員を通じて、年齢、性別に著しい偏りが生じないことに配慮しな
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ければならない。 （第138条第７項・第８項関係）

(5) 都道府県知事は、委員を任命しようとするときは、漁業者、漁業者団

体等から推薦を求めるとともに、委員の募集を行わなければならない。

（第139条関係）

(6) 都道府県知事は、(5)の推薦を受けた者や募集に応募した者に関する情

報を整理し、公表するとともに、委員の任命に当たっては、当該推薦及

び募集の結果を尊重しなければならない。（第139条第２項・第３項関係）

(7) この法律の施行の際、現に在任する委員の任期は、平成33年３月31日

まで延長されるものとする。 （附則第15条）

第７ 運用上の配慮

国及び都道府県は、この法律の運用に当たっては、漁業及び漁村が、海

面及び内水面における環境の保全、海上における不審な行動の抑止その他

の多面にわたる機能を有していることに鑑み、当該機能が将来にわたって

適切かつ十分に発揮されるよう、漁業者及び漁業協同組合その他漁業者団

体の漁業に関する活動が健全に行われ、並びに漁村が活性化するように十

分配慮するものとする。 （第174条関係）

第８ その他

・ 内水面漁業については、海面漁業との実態の違いがあることを踏まえた

上で、海面漁業に係る規定を準用する。 （第67条・第173条関係）

・ 国は、水産資源の状況等に照らし、漁船の隻数又は操業日数の削減等の

漁業者による漁獲努力量の調整を図るために必要な措置を講ずるものとす

る。 （第133条関係）

・ 密漁対策のため特定水産動植物（ナマコ等を想定）の採捕を禁止すると

ともに、採捕禁止違反、密漁品譲受け等の罪を新設し、３年以下の懲役又

は３千万円以下の罰金とする。 （第132条・第189条関係）

Ⅱ 水産業協同組合法の一部改正

１ 漁協の役割の明確化及び事業実施体制の強化

(1) 漁協の役割の明確化等

漁協が事業を行うに当たっては、水産資源の持続的な利用の確保及び

漁業生産力の発展を図りつつ、漁業所得の増大に最大限の配慮をしなけ

ればならない旨規定する。 （第11条の２関係）

(2) 沿岸漁場管理事業の法定化

漁業法において、都道府県知事が沿岸漁場管理団体を指定することが

できる制度が創設されることを受け、沿岸漁場管理に係る事業を、漁協

等の事業として規定する。 （第11条・第87条関係）

(3) 漁協の役員要件の見直し

販売事業を行う漁協は、理事のうち一人以上は水産物の販売若しくは

これに関連する事業又は法人の経営に関し実践的能力を有する者でなけ

ればならない。また、漁協は、その理事の年齢及び性別に著しい偏りが
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生じないように配慮するものとする。

（第34条関係）

(4) 特定組合等に対する公認会計士監査の導入

信漁連及び一定規模以上（貯金等合計額200億円以上）の漁協について、

現行の全国漁業協同組合連合会による監査に代わり、公認会計士による

会計監査を義務付ける。 （第41条の２関係）

なお、公認会計士監査への移行に際し、実質的負担が増加することが

ないこと等、政府が適切な配慮をする旨を法律附則に規定する。

（附則第26条関係）

(5) 連合会による会員への助言等の事業

連合会は、会員の組織、事業及び経営に関する調査、相談及び助言に

関する事業並びに会員の意見の代表及び会員相互間の総合調整の事業を

行うことができることとする。

また、全国連合会は、当該全国連合会を間接に構成する組合又は連合

会の組織、事業及び経営に関する調査、相談及び助言に関する事業を行

うことができることとするとともに、当該全国連合会を直接又は間接に

構成する組合又は連合会に対して団体漁業権に係る漁場の利用に関する

業務及び漁場の管理に関する業務の適正化を図るために必要な取組を行

うことを求めることができることとする。 （第87条関係）

２ 内水面組合制度の見直し

(1) 内水面において水産動植物の採捕、養殖又は増殖をする者を主たる構

成員とする漁業協同組合（内水面組合）における個人の正組合員資格を、

水産動植物の採捕、養殖又は増殖をする日数が年間30日から90日までの

間で定款で定める日数を超える者とする。 （第18条第２項関係）

(2) 内水面組合は、その選択により、正組合員資格を漁業者又は漁業者及

び漁業従事者のみに限定することができることとする。

（第18条第３項関係）

３ 漁業生産組合制度の見直し

(1) 設立要件・理事等の要件の緩和等

漁業生産組合の設立・存続等に係る人数要件を、漁民７人以上から漁

民３人以上に緩和する等、設立、解散及び合併に関する規定を整備する。

また、理事の人数要件を、３人以上から１人以上とするとともに、監事

の設置を任意とする。 （第83条の２・第85条の２～第85条の５関係）

(2) 組織変更規定の新設

漁業生産組合は、その選択により、株式会社に組織変更ができること

とし、その手続を定める。 （第86条の２～第86条の13関係）

４ その他組合の組織及び事業に関する規定の見直し

・ 共済契約に関する規定の整備 （第15条の５～第15条の10関係）

・ 組合における理事の自己契約等に係る手続の整備等を行うとともに、経

営管理委員会を置く組合における監事の理事会出席義務を緩和



- 11 -

（第39条の２・第39条の５関係）

・ 出資一口の金額の減少、合併等における債権者の異議申立手続に関する

規定の整備 （第53条・第69条関係）

・ 活動実態のない組合について、強制的に解散させる「みなし解散」制度

を導入 （第68条の２関係）

・ 回転出資金制度及び専用契約に関する規定について廃止

（第19条の２・第24条関係）

Ⅲ 水産資源保護法の改正等

１ 水産資源保護法の一部改正

水産動植物の採捕の制限等に関する規定を改正後の漁業法に移行するなど

所要の規定の整備を行う。

２ 内水面漁業の振興に関する法律の一部改正

漁業法の一部改正に伴い、漁業法の準用規定の改正など所要の規定の整備

を行う。

３ 海洋生物資源の保存及び管理に関する法律（ＴＡＣ法）の廃止

海洋生物資源の保存及び管理に関する措置を漁業法に移行し、海洋生物資

源の保存及び管理に関する法律を廃止する。

施行期日

公布の日から起算して２年を超えない範囲内において政令で定める日。

ただし、水産業協同組合法の一部規定（漁業生産組合等）については平成31

年４月１日。



漁業法等の⼀部を改正する等の法律案の概要

漁業は、国⺠に対し⽔産物を供給する使命を有しているが、⽔産資源の減少等により⽣産量や漁業者数は
⻑期的に減少傾向。他⽅、我が国周辺には世界有数の広⼤な漁場が広がっており、漁業の潜在⼒は⼤きい。
適切な資源管理と⽔産業の成⻑産業化を両⽴させるため、資源管理措置並びに漁業許可及び免許制度等の

漁業⽣産に関する基本的制度を⼀体的に⾒直す。

Ⅰ 漁業法の改正（※海洋⽣物資源の保存及び管理に関する法律（ＴＡＣ法）を漁業法に統合）

Ⅱ ⽔産業協同組合法の改正

（１）新たな資源管理システムの構築 （３）養殖・沿岸漁業の発展に資する海⾯
利⽤制度の⾒直し

科学的根拠に基づき⽬標設定、資源を維持回復 ⽔域の適切・有効な活⽤を図るための⾒直しを実施
【資源管理の基本原則】
・資源管理は、資源評価に基づき、漁獲可能量(TAC)によ
る管理を⾏い、持続可能な資源⽔準に維持・回復させる
ことが基本（第８条）
・ＴＡＣ管理は、個別の漁獲割当て（ＩＱ）による管理が
基本（ＩＱの準備が整っていない場合、管理区分におけ
る漁獲量の合計で管理）（第８条）
【漁獲可能量（ＴＡＣ）の決定】
・農林⽔産⼤⾂は、資源管理の⽬標を定め、その⽬標の⽔
準に資源を回復させるべく、漁獲可能量を決定
（第11条）
【漁獲割当て（ＩＱ）】
・農林⽔産⼤⾂⼜は都道府県知事は、漁獲実績等を勘案し
て、船舶等ごとに漁獲割当てを設定（第17条）
・割当量の移転は、船舶の譲渡等、⼀定の場合に限定
（第22条）

【海区漁場計画の策定プロセスの透明化】
・都道府県知事は、計画案について、漁業者や漁業を営も
うとする者等の意⾒を聴いて検討し、その結果を公表
・知事は海⾯が最⼤限に活⽤されるよう漁業権の内容等を
海区漁場計画に規定（第62条〜第64条）
【漁業権を付与する者の決定】
・既存の漁業権者が漁場を適切かつ有効に活⽤している場
合は、その者に免許。既存の漁業権がない等の場合は、
地域⽔産業の発展に最も寄与する者に免許（法定の優先
順位は廃⽌）（第73条）
【漁場の適切・有効な活⽤の促進】
・漁業権者には、その漁場を適切・有効に活⽤する責務を
課すとともに、漁場活⽤に関する情報の報告を義務付け
（第74条、第90条）
【沿岸漁場管理】
・漁協等が都道府県の指定を受けて沿岸漁場の保全活動を
実施する仕組みを導⼊（第109条〜第116条）

（２）⽣産性の向上に資する漁業許可制度の
⾒直し

（４）漁村の活性化と多⾯的機能の発揮

・漁船の安全性、居住性等の向上に向けて、船舶の規模に
係る規制を⾒直し（第43条）
・許可体系を⾒直し、随時の新規許可を推進（第42条）
・許可を受けた者には、適切な資源管理・⽣産性向上に係
る責務を課す。漁業⽣産に関する情報等の報告を義務付け
（第52条）

競争⼒を⾼め、若者に魅⼒ある漁船漁業を実現 国及び都道府県は、漁業・漁村が多⾯的機能を有してい
ることに鑑み、漁業者等の活動が健全に⾏われ、漁村が活
性化するよう⼗分配慮（第174条）

（５）その他

・海区漁業調整委員会について、漁業者代表を中⼼とする
⾏政委員会との性質を維持。漁業者委員の公選制を知事が
議会の同意を得て任命する仕組みに⾒直し（第138条）
・密漁対策のため罰則を強化（第132条、第189条）

⽔産改⾰に合わせた漁協制度の⾒直し
販売のプロの役員への登⽤、公認会計⼠監査の導⼊等により事業・経営基盤の強化を図る。

趣 旨

改正の概要

資料５－２

- 1２ -



漁業法等の一部を改正する等の法律案
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海面養殖業

万トン

マイワシの漁獲量

内水面漁業

世界の漁業生産量

昭和59(1984)年
生産量ピーク：

1,282万トン

昭和53（1978）年
沿岸漁業＋沖合漁業の
漁獲量（マイワシを除く）

ピーク：587万トン

資料：農林水産省｢漁業・養殖業生産統計｣（日本）、FAO「Fishstat(Capture Production、 Aquqculture Production)」(日本以外の国)

464

691

昭和52（1977）年
米国及び旧ソ連が
200海里水域を設定

平成９（1997）年
TAC制度運用開始：６魚種を指定

平成13（2001）年
水産基本法制定

平成６（1994）年
国連海洋法条約発効

平成29(2017)年
430万トン

＊世界の漁業生産量は右軸
他は全て左軸

20,224

3,678
平成29(2017)年

243万トン

漁業生産量の推移

資料５－３
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⽇本の漁業の現状②
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（万人） 15～19歳 20～29歳 30～39歳

40～49歳 50～59歳 60～64歳

65～74歳 75歳以上

資料：農林水産省「漁業センサス」（2003、2008、2013年）、「漁業就業動向調査」（2016年）
注1：2008年(平成20年）センサスでは、雇い主である漁業経営体の側から調査を行った

ため、これまでは含まれなかった非沿海市町村に居住している者を含んでおり、
2003年(平成15年）センサスとは連続しない。

注2：平均年齢は、漁業就業動向調査より各階層の中位数を用いた推計値（75歳以上の
場合は「80」を使用）。
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2

日本の周辺水域
が含まれる海域

漁業就業者の推移 日本周辺の漁場

世界の漁場と生産量

資料：FAO「Fishstat(Capture Production)」

資料：農林水産省「水産物流通統計年報」及び

「漁業・養殖業生産統計」に基づき水産庁で作成
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平成28(2016)年
世界の

漁業生産量
9,201万トン

⽔産政策の改⾰の経緯

平成２９年 ４⽉２８⽇

新たな「⽔産基本計画」策定

平成２９年１２⽉ ８⽇

「農林⽔産業・地域の活⼒創造プラン」改訂
（別紙８「⽔産政策の改⾰の⽅向性」）

平成３０年 ６⽉ １⽇

「農林⽔産業・地域の活⼒創造プラン」改訂
（別紙８「⽔産政策の改⾰について」）

「数量管理等による資源管理の充実や漁業の成長産業化等を強力に進める
ために必要な施策」等について検討

「水産政策の改革の方向性」に沿って、具体的な内容ついて検討

3
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科学的・効果的な評価⽅法・管理⽅法とする新たな資源管理システムを構築す
るとともに、国際的な枠組みを通じた資源管理を徹底し、漁業取締体制も強化

⽔産政策の改⾰の全体像

⽔産政策の改⾰

⽔産資源の
適切な管理

と
⽔産業の
成⻑産業化
の両⽴

漁業者の
所得向上

年齢バランス
のとれた

漁業就業構造
の確⽴

⽬指すべき
将来像

輸出を視野に⼊れて、産地市場の統合等により品質⾯・コスト⾯等で競争⼒の
ある流通構造を確⽴

ＩＱの導⼊などと合わせて、漁業許可制度を⾒
直し、トン数制限など安全性の向上等に向けた漁
船の⼤型化を阻害する規制を撤廃

沿岸における海⾯利⽤制度を⾒直し、漁業権制
度を堅持しつつ、プロセスの透明化や、⽔域を適
切・有効に活⽤している者の継続利⽤を優先
国内外の需要も⾒据え、戦略的に養殖を振興

資源管理

⽔産物の流通・加⼯

遠洋・沖合漁業 養殖・沿岸漁業

資源の維持・増⼤による、安定した漁業の実現

国際交渉における発⾔⼒の向上等により周辺⽔域の資源も維持・増⼤

流通コストの削減や適正な⿂価の形成により、漁業者の⼿取りが向上

良好な労働環境の下で最新機器を駆使
した若者に魅⼒ある漁船を建造し、効率
的で⽣産性の⾼い操業を実現

安⼼して漁業経営の継続や将来への投
資が可能

需要増⼤にあわせて養殖⽣産量を増⼤

資源管理から流通に⾄るまでＩＣＴを活⽤

4

資源管理①

5
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32%

18%

28%

54%

TAC対象種（7魚種19系群）の資源状況

TAC未対象種（43魚種65系群）の資源状況

資源状況資源管理の手法

投⼊量規制
（インプット・コントロール）

産出量規制
（アウトプット・
コントロール）

技術的規制
（テクニカル・
コントロール）

（例）
漁船隻数・トン数の制限

（例）
漁具の仕様の制限

（例）
漁獲可能量(TAC)

の設定

（例）
禁漁区・禁漁
期間の設定

（例）
漁獲努力可能量
(TAE)の管理

（例）
若齢魚の漁獲制限
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資源管理②

資源管理目標

ＩＱ導入の事例

資源が最大持続生産量を達成する水準へ回
復・維持させるという目標を設定。これにより、資
源の更なる有効利用が促進。 6

日本海べにずわい漁業では、平成19年（2007年）漁期からIQを導入。
採捕規制（雌の採捕禁止、甲殻9cm以下の雄の採捕禁止）や漁具規

制（網目制限など）などと組み合わせて管理することで、年間を通じた
安定的な水揚げを実現。

ＴＡＣ管理の手法

区分 内容

非個別割当方式

漁獲可能量を個々の漁業者等に割り当てることなく
各種規制の下で漁業者の漁獲を認め、漁獲量の合
計が上限に達した時点で操業を停止させることによっ
て漁獲可能量の管理を行うもの

個別割当（ＩＱ）
方式

漁獲可能量を漁業者又は漁船ごとに割り当て、割
当量を超える漁獲を禁止することによって漁獲可能
量の管理を行うもの

譲渡性個別割
当（ＩＴＱ）方式

漁業者又は漁船ごとの割当量に譲渡性を付与し、
当該割当量を他の漁業者に自由に譲渡又は貸付け
ができるようにしたもの

親
魚

量
（
千

ト
ン

）
親

魚
量

（
千

ト
ン

）

※マサバ資源の例

遠洋・沖合漁業

7

現行の漁業許可制度 各国の生産性

・ 沖合底びき網漁業 (15～170トン)
・ 以西底びき網漁業 (160～170トン)
・ 大中型まき網漁業 (15～770トン)
・ 遠洋かつお・まぐろ漁業 (120～600トン)
・ 近海かつお・まぐろ漁業 (10～120トン)
・ 北太平洋さんま漁業 (10～200トン)
・ いか釣り漁業 (80～440トン) 他

指定漁業においては、漁船の漁獲能力の大きさ
を反映させるものとして船舶の総トン数ととらえ、
全体の総トン数と総トン数別の隻数との関連で許
可制を運用するという考え方（漁船の大きさは、魚
倉容積、積載漁具、曳網能力を反映）。

注1：括弧内は実操業船のトン数規模
注2：漁業種類によって、トン数階層を細分化

＜トン数制限の性格＞

＜指定漁業別の総トン数＞
国名

漁業者数
（千人）

漁船数
（隻）

漁業者1人当たり
生産量

（トン/人）

漁船１隻当たり
生産量

（トン/隻）

アイスランド 6 822 225.2 791.7

ノルウェー 18 5,939 214.5 637.9

スペイン 33 9,895 40.6 136.0

ニュージーランド 2 1,367 258.5 404.2

米国 281 75,695 19.2 71.4

日本 173 152,998 27.5 31.1

資料：農林水産省「漁業センサス2013」（漁船（日本、2013年））、「漁業就業動向調査」（漁業者数（日本、

2014年））、「漁業・養殖業生産統計」（生産量（日本、2014年））、OECD「OECD Review of Fisheries：

Country Statistics 2015」（漁船、漁業者数（上記以外））及びFAO「Fishstat（Capture Production）」

（生産量（日本以外、2014年））

注： 日本以外の国の漁業者数及び漁船数について、アイスランドは2012年、ニュージーランドは2013年、

ノルウェー、スペイン、米国は2014年

（参考）省人化が進み居住性も高いノルウェー漁船（出典：ノルウェー漁業省）
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養殖・沿岸漁業①

沿岸漁業の操業イメージ
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＜現状＞ ＜翌年＞

既存漁業者の
区画の割替え

新規参入者の
区画の割当て

36m

18m

廃業に伴う集約化等により、少数の漁業者が規
模拡大し、養殖業を営んでいるケース

（例）ブリ・カンパチ養殖
（養殖業者：（株）桜島養魚等）

地元の漁業生産組合がブリ・カンパチ等を養殖
していたが、当該組合は経営難となり廃業。

その漁場を引き継ぐ形で、マルハニチロ（株）
が、（株）桜島養魚を設立し参入。

鹿児島県鹿児島市

多様な養殖事例

8

多数の漁業者が養殖を営んでおり、漁業者の経営状況や漁場内の条
件差等を踏まえた区画の配分などの利用調整が求められるケース

（例）有明海におけるのり養殖（イメージ）

共同漁業権 区画漁業権 特定区画漁業権 定置漁業権

漁業権の内容

採貝採藻など、漁場を
地元漁民が共同で利用
して漁業を営む権利

一定の区画において大
規模な養殖業（真珠を
含む）を営む権利

いかだや生簀等を利用して
小規模な養殖を
行う権利

定置網を設置して漁業を
営む権利

存続期間 １０年 １０年 ５年 ５年

免許の法定優先順位
※特定区画、共同は、
歴史的に地元漁民が共
同で利用してきたよう
な漁業が対象であり、
地元漁協を優先

地元漁協
（組合員が行使）

①既存の漁業者等
②その他

①地元漁協
（組合員が行使）

②法人
（地元漁民７割以上）
③法人
（地元漁民７人以上）
④既存の漁業者等
⑤その他

①法人
（地元漁民７割以上）
②法人
（地元漁民７人以上）
③既存の漁業者等
④その他

漁業権数
４，９３９ ９８８ ７，０８７ １，８１６

う
ち
法
人
の
参
入
状
況

①法人が漁業権者
として直接免許
されている漁業
権数（漁協以
外）

―
４４３

（全体の４５％）
６９

（全体の１％）
６５４

（全体の３６％）

②法人が漁協の組
合員として権利
行使している漁
業権数(※)

― ―
８７７

（全体の１２％）
―

③法人の例
真珠生産・販売会社、地

元漁業会社等

大手水産子会社、建設会社、地

元漁業会社等

製網会社、建設会社、地元

漁業会社等

9（※）沿海地区漁協の地区内に住所又は事業場を有する漁業を営む法人であって、従業者の数が300人以下であり、かつ、その使用する漁船の合計総トン数が
1,500トン～3,000トン（定款で設定）以下であるものは、組合の組合員たる資格を有する 。（水産業協同組合法第18条）

（H25.9～H26 .4の切替え状況）

養殖・沿岸漁業②

免許の状況

- 1４ -

- 1７ -



養殖・沿岸漁業③

現 行 今 後

共同漁業権 漁協（管理） 漁協（管理）

定置漁業権

漁業者 漁業者
漁業権者が水域を
適切かつ有効に活
用している場合は、
その者に優先して
免許

区画漁業権
（養殖）

漁業者

漁業者
又は

漁協（管理）

漁業権者が水域を
適切かつ有効に活
用している場合は、
その者に優先して
免許

特定区画漁業権 漁協（管理）・漁業者
①地元漁協（自ら営まず組合員間の内部調整を行う場合に限る。）
②地元漁民世帯の７割以上を含む法人
③地元漁民の７人以上で構成される法人
以下３９位まで法定

①地元漁民世帯の７割以上を含む法人
②地元漁民の７人以上で構成される法人
③当該海区で同種漁業の経験がある漁業者・漁業従事者
以下１４位まで法定

（真珠養殖業）
①真珠養殖業の経験がある漁業者・漁業従事者
②当該海区で真珠養殖業以外の経験がある漁業者・漁業従事者
以下６位まで法定
（真珠養殖業以外）
①当該海区で同種漁業の経験がある地元漁民
②当該海区では経験がないが同種漁業の経験がある地元漁民
以下３６位まで法定

漁業者間の調整
が必要な５養殖業
を法定

10

漁業関係者の要望や
漁場条件の調査

（都道府県）

漁場計画案の作成
（都道府県）

海区委への諮問・答申
（都道府県⇔海区委）

漁場計画の公示
（都道府県）

免許申請
（都道府県←申請者）

海区委への諮問・答申
（都道府県⇔海区委）

免許
（都道府県→申請者）

免許の流れ 免許の現行と今後

養殖・沿岸漁業④

漁業生産への企業参入に係る費用負担の透明性確保に関するガイドライン（平成29年3月全国漁業協同組合連合会）におけ
る内容

・ 費用徴収に関する基本的な考え方（名目と使途の一致、算定根拠の明示など対価性の明確化、書面による契約締結、公平
性の確保）

・ 費用徴収名目の考え方（徴収名目ごとの含めることができる経費）
・ 費用の算出例等

漁協の金銭徴収に対する指導

算定根拠 主 な 使 途 例

単価 （円） × 生け簀の台数 （台）

指導事業、漁場監視、係船場所等の共同利用施設の維持管理 等養殖業者と漁協の協議により総額を決定 （円）

単価 （円） × 生産量 （kg）

算定根拠 主 な 使 途 例

単価 （円） × 面積 （注）（㎡又は坪）

指導事業、漁場監視、漁場清掃、海底耕耘、藻場等の保全・造成、共同漁業権との調整、
赤潮調査、種苗放流、注意喚起の看板設置 等

単価 （円） × 筏の台数 （台）

単価 （円） × ロープの長さ （m）

単価 （円） × 施術割当貝の枚数 （枚）

養殖業者と漁協の協議により総額を決定 （円）

月額 （円）

協力金等の徴収例

（１）くろまぐろ養殖

（注） 面積 ： 漁場として使用している面積又は生簀の面積

資料：水産庁調べ

（２）真珠養殖
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海区漁業調整委員会

海区漁業調整委員会の権限

海区漁業調整委員会は、漁業者と漁業従事者が主体となった漁場秩序をつくる観点から、以下の権限を有する。

（主な権限）
〇 漁場計画の策定、漁業権の免許、TAC法に基づく都道府県基本計画の策定等について、知事の諮問機関として、調査
審議し、意見をいう

〇 漁業調整のために、関係者に対し、漁業の制限・禁止、漁業者の数に関する制限、漁場の使用に関する制限その他必
要な指示をする 等

漁業調整委員会の構成

公選による漁民委員９名、知事選任による学識経験委員・公益代表委員６名の計15名で構成。（定数は法律で規定）
委員の任期は４年間。

海区漁業調整委員会の設置

海区漁業調整委員会は、海面等（※）について、大臣が定めた海区ごとに設置。（※琵琶湖等の指定された湖沼を含む）

28都府県において１海区、漁業状態の異なる道県では複数海区設置され、全国で64海区。

＜選挙の課題＞
・ 前回選挙は64海区のうち8海区と実施率が低い
・ 市町村の選挙管理委員会による、毎年の名簿作成事務の負担

＜委員の選任の現状＞
・ 事前に地区別等のバランスを考慮して立候補者を選定
・ 定数の関係で、被選挙権のある漁協の組合長等を、学識経験委員として知事が選任

12

密漁対策

漁業法における罰則の現行と今後

違反内容 懲役刑 罰金刑

特定の水産動植物を採捕した場合、密漁品を取得する等した
場合

― ―

省令に基づく大臣許可漁業又は調整規則に基づく知事許可漁
業を無許可で営んだ場合

（例）
・大臣許可の場合：ずわいがに漁業、東シナ海はえ縄漁業等
・知事許可の場合：小型まき網漁業、機船船びき網漁業、潜水
器漁業 等

３年 200万円

漁業権又は漁協の組合員の漁業を営む権利を侵害

（例）
漁業権設定区域における一般遊漁者によるサザエ、イセエビ

等の採捕

― 20万円
【罰則の引上げ】
100万円

【罰則の新設】
３年以下の懲役
3,000万円以下の罰金
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【罰則の引上げ】
300万円
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漁協

漁協の組合数の推移

S30年度 S55年度 H元年度 H18年度 H28年度

沿海地区漁協数 3,153 2,174 2,136 1,267 960

出典：水産庁「水産業協同組合年次報告」

S30年度 S55年度 H元年度 H18年度 H28年度

組合員数 － 578,722 540,668 395,206 302,031

（1組合当たり） 268.5 256.4 315.7 322.0

うち正組合員 － 411,841 362,294 231,521 141,155

（1組合当たり） 191.1 171.8 184.9 150.5

うち准組合員 － 166,881 178,374 163,685 160,876

（1組合当たり） 77.4 84.6 130.7 171.5

出典：水産庁「水産業協同組合統計表」

公認会計士監査への移行

＜対象＞
全ての信漁連及び貯金等合計額 ２００億円以上の漁協

信漁連 ２８

県一漁協 ５

単位漁協 ２

（参考）農協

信農連 ３２

県一農協 ４

単位農協 ５８７

※ 「貯金等合計額」とは、貯金及び定期積金の合計額

＜漁協への対応＞

・ 法律上、全漁連から公認会計士監査への移行期間（法施行から

４年を超えない範囲）を設定

・ 法律の附則の配慮事項で、政府は公認会計士監査への移行に

関し、「組合の実質的な負担が増加することがないこと」と明記

・ 法律上、全漁連及び県連合会による漁協等の事業の助言等に関

する業務を明記
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＜沿海地区漁協、１組合当たり＞ （単位：百万円）

年度 販売 購買 指導
製氷・
冷凍

信用
漁業自

営
共済

24 7.8 0.4 ▲ 1.1 ▲ 5.1 ▲ 14.7 7.2 ▲ 2.2

25 11.1 ▲ 0.3 1.2 ▲ 2.8 ▲ 10.3 14.7 ▲ 2.3

26 12.5 ▲ 0.2 1.3 ▲ 2.9 ▲ 10.6 24.9 ▲ 2.4

27 17.6 1.1 1.1 ▲ 2.1 ▲ 16.4 28.3 ▲ 2.3

28 16.7 1.2 1.0 ▲ 1.8 ▲ 15.8 25.1 ▲ 2.5

注１：事業別実施組合数（28年度、沿海地区漁協960組合）
販売796漁協、購買851漁協、指導942漁協、製氷・冷凍592漁協、信用
78漁協、漁業自営197漁協、共済669漁協

注２：１組合あたりは、それぞれの事業毎の実施組合数の中で算出したもの。

出典：水産庁「水産業協同組合統計表」、「水産業協同組合年次報告」

漁協の部門別事業損益の推移
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